
社会福祉法人春光福祉会に対する 

品 川 区 助 成 金 交 付 要 綱 

 

平成１１年３月３０日区長決定 

要綱第５４号 

平成１６年５月１０日一部改正 

要綱第７９号 

平成２０年１月１５日一部改正 

要綱第 ２号 

    平成２１年３月３１日一部改正 

要綱第２１７号 

平成２７年３月３１日一部改正 

要綱第３００号 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、社会福祉法人春光福祉会(以下｢春光福祉会｣という。)が実施す

る高齢者福祉施設整備事業等に要する経費の助成について必要な事項を定めるも

のとする。 
 

(助成の対象) 

第２条 助成金の対象となる事業(以下｢助成事業｣という。)は、次のとおりとする。 

（１）高齢者福祉施設建設事業 

（２）独立行政法人福祉医療機構からの借入金償還事業 

（３）法人運営事業 
 

(助成の金額) 

第３条 助成金の交付額は、別表に定めるとおりとする。 
 

(助成金の交付申請) 

第４条 春光福祉会は、この要綱により助成金の交付を受けようとするときは、事業

計画が確定した後に、助成金交付申請書(第１号様式)を区長に提出しなければなら

ない。 
 

(助成金の交付決定) 

第５条 区長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、交付する

ものと決定したときは助成金交付決定通知書(第２号様式)を春光福祉会に送付す

るものとする。 
 

(助成金請求書の提出) 

第６条 春光福祉会は、交付決定を受けた助成金について請求書(第３号様式)に関係



書類を添付して区長に提出しなければならない。 

 

(助成金の交付時期) 

第７条 助成金の交付時期は、交付決定を受けた年度において区長が定めるときとす

る。ただし、助成事業の遂行上必要があると認めるときはこの限りではない。 
 

(事情変更による決定の取消等) 

第８条 区長は、この助成金の交付決定後の事情変更により、必要があると認めると

きは、この決定の全部もしくは一部を取り消し、またはこの決定の内容もしくはこ

れに付した条件を変更することができる。 

 

(承認事項) 

第９条 春光福祉会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承

認を受けなければならない。 

(1) 助成事業の内容を変更しようとするとき。 

(2) 助成事業を中止し、または廃止しようとするとき。 
 

(事故報告) 

第１０条 春光福祉会は、助成事業が予定期間内に完了しない場合または遂行が困難

となった場合は、その理由および遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その

指示を受けなければならない。 
 

(状況報告) 

第１１条 春光福祉会は、助成事業の進捗状況について、随時区長に報告しなければ

ならない。 
 

(助成事業の遂行命令) 

第１２条 区長は、助成事業がその決定内容または助成の条件に従って遂行されてい

ないと認めるときは、春光福祉会に対しこれらに従って遂行するよう命ずることが

できる。 

２  区長は、春光福祉会が前項の命令に違反したときは、当該助成事業の一時停止を

命ずることができる。 
 

(実績報告) 

第１３条 春光福祉会は、助成事業が完了したとき、助成事業が予定の期間内に完了

しないまま助成金の交付決定に係る会計年度が終了したとき、または助成事業の廃

止の承認を受けたときは、速やかに助成金事業実績報告書(第４号様式)を区長に提

出しなければならない。 



 

(助成金の額の確定) 

第１４条 区長は、前条の実績報告書の審査および必要に応じて行う現地調査等によ

り助成事業の成果が助成金の交付決定の内容およびこられに付した条件に適合す

るものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは助成金の額を確定し通知

する。 

 

(是正のための措置) 

第１５条 前条の調査の結果、助成事業の成果が助成金の交付決定の内容およびこれ

に付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべ

きことを命じることができる。 

２  第１３条の実績報告は、前項の命令により必要な措置をした場合においてもこれ

を行わなければならない。 
 

(決定の取消し) 

第１６条 区長は、春光福祉会が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交

付決定の全部または一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。 

(3) 助成金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令に基づく命令に

違反したとき。 
 
(助成金の返還) 

第１７条 春光福祉会は、第８条または前条の規定により助成金の交付決定を取り消

された場合において当該取消しに係る部分に関し、すでに助成金の交付を受けてい

るときは、区長の指示するところによりその金額を返還しなければならない。 

２  前項の規定は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、すでにその額を

こえる助成金が交付されているときも適用する。 
 

(違約加算金) 

第１８条 春光福祉会は、第１６条の規定により助成金の交付決定の全部または一部

を取り消され、その返還を命ぜられた場合においては助成金の交付を受けた日から

納付の日までの日数に応じ当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその

後の期間については、既納額を控除した額。)につき、年１０．９５％の割合で計

算した違約金  (１００円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。 
 

(延滞金) 

第１９条 春光福祉会は、第８条の事由により助成金の返還を命ぜられた場合におい



て、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの

日数に応じてその未納付額につき、年１４.６％の割合で計算した延滞金(１００円

未満の場合を除く。)を納付しなければならない。 
 

(他の助成金等の一時停止等) 

第２０条 区長は、春光福祉会が助成金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該助

成金、違約加算金または延滞金の全部または一部を納付しない場合において、他の

助成事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付

を一時停止し、または当該助成金等と未納付額とを相殺するものとする。 
 

(財産処分の制限) 

第２１条 春光福祉会は、助成金により取得し、または効用の増加した不動産および

その従物については、｢補助事業により取得した財産の処分制限期間｣(昭和４１年

７月１５日厚生省告示第３５０号)に定める期間を経過するまで区長の承認を受け

ないで、この助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、ま

たは担保に供してはならない。 
 

(財産の管理義務) 

第２２条 春光福祉会は、この助成金により取得し、または効用の増加した財産につ

いては、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 
 

(財産処分に伴う収入の納付) 

第２３条 区長は、春光福祉会が区長の承認を受け財産を処分することにより収入が

あった場合には、その収入の全部または一部を区に納付させることができる。 
 

(関係書類の整理保管) 

第２４条 春光福祉会は、この助成金の収入および支出を明らかにした帳簿を備え、

当該帳簿および証拠書類を事業完了後５年間保管しておかなければならない。 
 

(委任) 

第２５条 この要綱の施行について必要な事項は、福祉部長が定める。 
 

付 則 

１ この要綱は、平成１１年３月３０日から適用する。 

１ この要綱は、平成１２年４月１日から改正する。 

付 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から適用する。 



付 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

 

 



別表 

助成対象事業および助成対象経費 
 

区 分 助 成 基 準 額  控 除 対 象 金 額  助 成 金 額  

高

齢

者

福

祉 

施

設

等

建

設

事

業 

下記の経費のうち区

長が施設の設置に必要

と認める金額 

(1)建設工事費 

(2)設計監理費 

 

法人の収入金額となるべき

下記の金額の合計額 

(1)国庫補助金 

(2)東京都補助金 

(3)独立行政法人福祉医療機

構借入金 

(4)寄附金その他の収入金額 

助成基準額か

ら控除対象金額

を差し引いて得

た額の範囲で区

長が定める額 

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構 

か
ら
の
借
入
金
償
還
事
業 

独立行政法人福祉医

療機構の元金償還金額 

１ 法人が負担する元金償還

金額 

２ 法人の収入金額となるべ

き寄附金その他の収入金額 

上記に同じ 

法 

人 
運 

営 

事 
 
 
 
 

業 

下記の経費で区長が

法人の運営に必要と認

める金額 

(1)運営経費 

 区長が定める

額 

 



(第１号様式) 

年   月   日 

 

品 川 区 長    様 

 

住所 

社会福祉法人  春 光 福 祉 会  

理事長 

 

 

年度 社会福祉法人春光福祉会 
品 川 区 助 成 金 交 付 申 請 書 

 

社会福祉法人春光福祉会に対する品川区助成金交付要綱に基づき、助成金を交付さ

れたく関係書類を添えて申請いたします。 

 

記 

 

１. 助成金交付申請額  円 
   

内  訳 高齢者福祉施設建設事業 施 設 建 設 費  円 

 独立行政法人福祉医療機構からの借入金償還事業 独立行政法人福祉医療機構の元金償還金額  円 

 法 人 運 営 事 業 運 営 経 費  円 

 

 

２. 添 付 書 類 (1) 年度助成金事業計画書 

(2) 年度助成金収支予算書 

 



(第２号様式) 

年   月   日 

 

社会福祉法人  春 光 福 祉 会  

理事長  

 

品川区長    

 

 

年度 社会福祉法人春光福祉会 
品 川 区 助 成 金 交 付 決 定 通 知 書 

 

年  月  日付で申請のあった標記について、審査の結果下記のとおり品川区

助成金の交付を決定したので通知いたします。 

 

記 

 

１. 交 付 決 定 額  円 
   

内  訳 高齢者福祉施設建設事業 施 設 建 設 費  円 

 独立行政法人福祉医療機構からの借入金償還事業 独立行政法人福祉医療機構の元金償還金額  円 

 法 人 運 営 事 業 運 営 経 費  円 

 

２. 助成金交付時期      年   月   日 

 

３. 助 成 条 件 

(1)  この助成金の取扱いについては、「社会福祉法人春光福祉会に対する品川区助

成金交付要綱」(以下「要綱」という。)により行うこと。 

(2)  この助成金は、要綱第２条(助成対象事業)に掲げる助成金の対象となる事業の

円滑な運営を行うための資金(元金)とすること。 

 

４. 申 請 の 撤 回 

この決定の交付の内容またはこれに付された条件に異議があるときは、この交付

決定の通知受領後７日以内に申請の撤回ができる。 



(第３号様式) 

年   月   日 

 

品 川 区 長    様 

 

住所 

社会福祉法人  春 光 福 祉 会  

理事長 

 

 

年度 社会福祉法人春光福祉会に対する 
助 成 金 交 付 請 求 書 

 

年  月  日付       第   号をもって交付決定のあった     年度社会福祉

法人春光福祉会に対する助成金として、下記の金額を請求いたします。 

 

記 

 

金  円 

   

内 訳 高齢者福祉施設建設事業 施 設 建 設 費  円 

 独立行政法人福祉医療機構からの借入金償還事業 独立行政法人福祉医療機構の元金償還金額  円 

 法 人 運 営 事 業 運 営 経 費  円 

 



(第４号様式) 

年   月   日 

 

品 川 区 長    様 

 

住所 

社会福祉法人  春 光 福 祉 会  

理事長 

 

 

年度 社会福祉法人春光福祉会 
品 川 区 助 成 金 事 業 実 績 報 告 書 

 

社会福祉法人春光福祉会に対する品川区助成金交付要綱に基づき、交付を受けた事

業が終了したので、関係書類を添えて報告いたします。 

 

記 

 

１.  年度助成金報告書 

 

２.  年度助成金決算書 


